
 

待機児童解消対策について 

（子育て支援室子ども育成課） 

 

１ 保育に係る待機児童の状況                                         （人） 

区分 
3 号認定 2 号認定 

合計 
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

国定義に基づく待機児童 
4/1       ― 

10/1  43     43 

潜在的待機児童 
4/1 6 44 26 9 2 1 88 

10/1 72 5 31 12 3 4 127 

合 計 
4/1 6 44 26 9 2 1 88 

10/1 72 48 31 12 3 4 170 

 

２ 令和元年度に実施した待機児童解消対策 

 （１）幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行 （令和２年４月開設） 

・大麻藤認定こども園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２人増 

 

 （２）定員の見直し （令和２年４月見直し） 

・認定こども園あけぼの、ゆめのみ保育園・・・・・・・・・・・・ １６人増 

合計合計合計合計    ４８４８４８４８人増人増人増人増    

（令和２年度 教育・保育の提供体制／４月１日）                                （人） 

区  分 施設数 

教育認定 保育認定 

1 号 2 号 3 号 
計 

3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1～2 歳 

施設型保育 

保育所 9  519 76 245 840 

認定こども園 9 797 370 69 223 662 

幼稚園(新制度) 4 635    ― 

地域型保育 小規模･事業所内等 10   33 135 168 

合  計 32 1,432 866 178 603 1,670 

※企業主導型保育 4  16 15 36 67 

 

３ 令和２年度に実施予定の待機児童解消対策 

（１）教育・保育施設の提供体制拡大 

教育・保育施設を公募し、施設整備を支援・・・ 約１１０人増 

 

（２）保育士等人材確保 

   市内事業者に各種助成等を行い、保育士等の人材確保を支援 

・保育士等奨学金返還支援事業 

・保育士等宿舎借上支援事業 

・保育施設見学バスツアー 
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